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＜目 次＞

～ 所在不明株主から株式の買取り ～ 

一般に株主名簿に記載はあるものの連絡が取れなくなり、所在が不明になっている

株主を所在不明株主といいます。近年、後継者不在のため事業承継型Ｍ＆Ａを選択する

場合が多く見られるようになってきました。良い後継会社が見つかっても所在不明株

主が存在することにより、交渉が頓挫し円滑なＭ＆Ａの妨げとなるケースがあります。

会社法では、所在不明株主に対する通知が５年以上継続して到達せず、かつ５年間剰

余金の配当を受領していない場合、裁判所の許可を得てその所在不明株主が保有する

株式を競売又は売却（実際には自社または大株主による買い取りが多いと思われま

す。）の手続が可能となっています。しかし、この５年間という期間の長さがＭ＆Ａを

含む事業承継を行う上で障害になっているという側面もありました。 

この点を踏まえ、代表者の年齢や健康状態の悪化その他の要件を満たす中小企業に

ついて、都道府県知事の認定を受けることと一定の手続保証を前提に、「５年」を「１

年」に短縮する特例が創設されています。 

Ｍ＆Ａの有無に関係なく、自社の株主名簿に連絡が取れなくなっている株主が記載

されている場合には、毎年定時株主総会の招集通知を郵送しておいた方が良いと考え

られます。
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～経営力向上計画と税制優遇～

経営力向上計画の認定を受けることによるメリットは様々ですが、今回は中小企業経営強

化税制による設備取得時の税制優遇について概要をご紹介いたします。

 中小企業経営強化税制

 中小企業経営強化税制は中小企業の生産性向上や人材育成等の後押しを

目的とした制度であり、経営力向上計画の認定を受けることにより、設備

投資に関しての税制優遇を適用することが可能となります。

以下の適用要件と対象資産をご確認ください。

【税制の適用要件】

適用法人

・法人税の青色申告書を提出している法人

・資本金の額または出資金の額が 1億円以下の法人
・資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が 1,000
人以下の法人

適用要件
・経営力向上計画の認定を受けること

・特定経営力向上設備(下表対象資産)の取得

税制優遇

・特別償却(取得価額×100%の即時償却) 
・税額控除(取得価額×7%と法人税額×20%のどちらか少ない金額) 
 ※下線部について、資本金 3,000万円以下の法人は 10% 

【対象資産】

類型

生産性向上

設備

(A類型) 

収益力強化

設備

(B類型) 

デジタル化

設備

(C類型) 

経営資源

集約化設備

(D類型) 

要件

生産効率等が旧

モデル比年平均

1%以上向上

投資利益率が年

平均 5%以上

事業プロセスの

可視化、遠隔操

作、自動制御を

可能にする

修正 ROA又は
有形固定資産回

転率が一定割合

以上

対象設備
機械装置(160万円以上※①)、工具(30万円以上※②)、器具備品(30万円以
上※③)、建物付属設備(60万円以上※④)、ソフトウェア(70万円以上※⑤)

※①～⑤に関して、A類型においては販売開始時期の要件あり
(※① 1年以内、※② 5年以内、※③ 6年以内、※④ 14年以内、※⑤ 5年以内) 

 税制優遇と手続き

税制優遇に関しては、特別償却と税額控除のどちらかを選択します。該当

期の税額を低く抑え、手元のキャッシュを残すことができる特別償却と、翌

期からも減価償却費を計上する長期的な節税が可能な税額控除とを目的に合

わせて選ぶことができます。

手続きに関しては、原則、設備取得前に経営力向上計画の認定を受ける必要があります。設

備投資の際は経営力向上計画の作成をご一考いただけますと幸いです。

（作成：大宮一将）
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なくそう、所有者不明土地！！
２０２４年４月１日から相続登記が義務化されました。相続登記がされないため登記簿を

見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国的に増加し、周辺

環境の悪化や公共工事の阻害など社会問題になっています。 

この問題解決のため、法改正によりこれまで任意だった相続登記が義

務化されることになりました。 

 相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から３年以内に相続登記をしなければ

なりません。相続人の間で遺産分割協議がスムーズに決まる場合もあれば、そうでない場合

もあります。決まれば登記できますが、早期の遺産分割が難しい場合には、新たに設けられた

「相続人申告登記」（※１）を行い、遺産分割が確定した後に改めて相続登記を行うことにな

ります。つまり、遺産分割が決まるか決まらないかにかかわらず、期限までに何らかの登記を

行う必要があります。 

また、２０２４年４月１日より前に相続した不動産についても、相続登記がされていない

ものは、２０２７年３月末までの３年間の猶予期間が設けられ、義務化の対象となりますの

で注意が必要です。 

なお、正当な理由（※２）がないのに相続登記をしなかった場合には、１０万円以下の過料

（行政上のペナルティ）が科される可能性があります。 

※１ 相続人申告登記は、戸籍などを提出して自分が相続人であることを申告する簡易な

手続です。 

※２ 正当な理由には、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本などの資料収集や他の相続人

の把握に多くの時間を要するケースなどが該当します。 

【相続登記のフローチャート】

ない まとまらない

ある

まとまった

まとまったら…

※２０２４年３月３１日までに相続した不動産については２０２７年３月３１日まで

相続開始

遺言はある？

遺言により不動産を取得

したことを知った日から

３年以内（※）に

遺言の内容を踏まえた

登記の申請

不動産を相続で取得

したことを知った日から

３年以内（※）に

遺産分割の内容を踏まえた

登記の申請

不動産を相続で取得

したことを知った日から

３年以内（※）に

相続人申告登記の申出

遺産分割の日から３年以内に

遺産分割の内容を踏まえた

登記の申請

不動産を相続で取得

したことを知った日から

３年以内（※）に

遺産分割はまとまったか？
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社会保険適用拡大
２０２４年１０月から厚生年金保険の被保険者数５０人超規模の社会保険の適用事業所

も、週の所定労働時間が２０時間以上等の加入要件を満たしたパートタイマー等が社会保

険に加入することになります。

この社会保険の適用拡大により、多くのパートタイマー等が社会保険に加入することになる

かと思いますが、一部には社会保険料の負担が大きいことなどから、社会保険に加入しない

範囲での勤務とする就業調整を行うパートタイマー等が発生する可能性があります。このよう

なことから、社会保険の適用拡大への対応はできるだけ早く行う必要があります。 

加入対象となる従業員は、パート・アルバイトの方のうち下記４つの全てに該当する方です。 

週の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満

※フルタイムで働く従業員の週所定労働時間が４０時間の企業等の場合、契約上の所

定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。 

※契約上２０時間に満たない場合でも、実労働時間が２ヶ月連続で週２０時間以上とな

り、それ以降も続く見込みのときは、３ヶ月目から加入対象となります。 

所定内賃金が月額８８，０００円以上

※基本給と手当の合計額です。残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金は含みません。

２ヶ月を超える雇用の見込みがある

学生ではない 

※休学中、定時制、通信制の方は加入対象となります。 

２０２３年１０月から２０２４年８月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が６

ヶ月以上５０人を超えたことが確認できる場合は、特定適用事業所に該当したものとして扱う 

ことになっています。２０２４年１０月時点での厚生年金保険の被保険者数では 

ないため、自社が対象になる企業かを確認の上、対応を進めましょう。 

（作成：土谷真生） 

『テムズとともに』 
英国の二年間

著者 : 徳仁親王 発行 : 紀伊國屋書店 

今上天皇陛下の親王時代の英国留学記。 

オックスフォードでの日常生活、交友関係、学

術研究、音楽活動、旅行など話題は多岐にわたります。 

終章で、「どんな小さな通りにも、広場にも、私の二年間の思い

出はぎっしり詰まっているように思われた。再びオックスフォード

を訪れる時は、今のような自由な一学生としてこの町を見て回る

ことはできないであろう。おそらく町そのものは今後も変わらない

が、変わるのは自分の立場であろうなどと考えると、妙な焦燥感

におそわれ、いっそこのまま時間が止まってくれたらなどと考えて

しまう。」と述べられています。 

先の英国訪問時の当時を懐かしむお言葉を聞くにあたり、お

そらく最も自由で意のままに濃密で充実した日々を過ごされた２

年間であったのだろうと想像します。丁寧で静かな文章でありな

がら、日々の高揚感が伝わってくるとともに、陛下のお人柄にも

少し触れられたような気がしました。 

－編集後記－ 

天神祭が終わり、夏本番。

今週は淀川花火大会が開催

されます。調べてみると各

地で大小様々な花火大会が

目白押しで驚きました。日

本で初めて花火を見た人は

徳川家康だそうです。当時

はまだ打上げ花火はなく、

８代吉宗の時代に大飢饉に

よる慰霊と悪疫退散を祈っ

て打ち上げたのがルーツと

言われています。その後、供

養・奉納・感謝などの意味を

込め、鑑賞文化として広ま

りました。まだ暑い夜が続

きますが、うちわと缶ビー

ル片手に花火鑑賞はいかが

でしょうか。 （朝山善明）


